
議案第 41 号

伊勢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について

伊勢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記

202 



伊勢市条例第 号

伊勢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例

伊勢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める

条例（平成30年伊勢市条例第21号）の一部を次のように改正する。

第４条第４項中「地域包括支援センター」を「法第115条の46第１項に規

定する地域包括支援センター（以下「地域包括支援センター」という。）」

に、「指定介護予防支援事業者」を「指定介護予防支援事業者（法第58条

第１項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。）」に改め

る。

第５条第２項中「利用者の数が35」を「利用者の数（当該指定居宅介護

支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第115

条の23第３項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護

予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において

指定介護予防支援（法第58条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。

以下この項及び第16条第29号において同じ。）を行う場合にあっては、当

該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指

定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項にお

いて同じ。）が44」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人

国民健康保険中央会（昭和34年１月１日に社団法人国民健康保険中央会

という名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅

介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機

と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システ

ムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第１項に規定

する員数の基準は、利用者の数が49又はその端数を増すごとに１とする。
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第６条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。

第７条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」

を加え、「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された

居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び

地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそ

れぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当

該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付

けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又

は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合」

を削り、同条中第８項を第９項とし、同条第７項各号列記以外の部分中「第

４項」を「第５項」に改め、同項第１号中「第４項各号」を「第５項各号」

に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項第１号」を「第５

項第１号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、

同条第４項各号列記以外の部分中「第７項」を「第８項」に改め、同項第

２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法に

より一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒

体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。第35条第１項において同じ。）に係る記

録媒体をいう。）」に改め、同項を同条第５項とし、同条中第３項を第４

項とし、第２項の次に次の１項を加える。

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護

支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介

護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項にお

いて「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス
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計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所にお

いて作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回

数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス

事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を

得るよう努めなければならない。

第16条第２号の次に次の２号を加える。

(2)の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）を行ってはならない。

(2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。

第16条第14号中「主治の医師、歯科医師又は薬剤師」を「主治の医師等

又は薬剤師」に改め、同条第15号ア中「、利用者の居宅を訪問し」を削り、

同号中イをウとし、アの次に次のように加える。

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行

うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくと

も２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、

利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用

して、利用者に面接することができるものとする。

(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書に

より利用者の同意を得ていること。

(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治

の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。

a 利用者の心身の状況が安定していること。
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b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことがで

きること。

c 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリング

では把握できない情報について、担当者から提供を受けること。

第16条第29号中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センター

の設置者である指定介護予防支援事業者」に改める。

第26条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要

事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重

要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに

掲載しなければならない。

第33条第２項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号

を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

(3) 第16条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第35条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第７条の改正

規定（同条第４項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができ

る物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その
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他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第35条第

１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める部分に限る。）

及び第35条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。

（重要事項の掲示に係る経過措置）

２ この条例の施行の日から令和７年３月31日までの間は、この条例によ

る改正後の伊勢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例第26条第３項（同条例第34条において準用する場合を含

む。）の規定は、適用しない。

（説 明）

これは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令及びデジタル社会の形成を図るための規

制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令に

よる指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改

正に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員等に関する基準を改める

とともに、その他規定の整備を行うため、条例を改正しようとするも

のである。
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（参考）

改正後 改正前

第1章 総則 第1章 総則

第1条～第3条 略 第1条～第3条 略

第2章 基本方針 第2章 基本方針

(基本方針) (基本方針)

第4条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状

態となった場合においても、その利用者が

可能な限りその居宅において、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるように配慮して行われるものでなけ

ればならない。

第4条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状

態となった場合においても、その利用者が

可能な限りその居宅において、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるように配慮して行われるものでなけ

ればならない。

2・3 略 2・3 略

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に

当たっては、市、法第115条の46第1項に規

定する地域包括支援センター(以下「地域包

括支援センター」という。)、老人福祉法(昭

和38年法律第133号)第20条の7の2に規定す

る老人介護支援センター、他の指定居宅介

護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法

第58条第1項に規定する指定介護予防支援

事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律(平成17年法律第

123号)第51条の17第1項第1号に規定する指

定特定相談支援事業者等との連携に努めな

ければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に

当たっては、市、地域包括支援センター、

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条

の7の2に規定する老人介護支援センター、

他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予

防支援事業者、介護保険施設、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律(平成17年法律第123号)第 51条の

17第1項第1号に規定する指定特定相談支援

事業者等との連携に努めなければならな

い。

5・6 略 5・6 略

第3章 人員に関する基準 第3章 人員に関する基準

(従業者の員数) (従業者の員数)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定

に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業

所」という。)ごとに、1以上の員数の指定

居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門

員であって常勤であるものを置かなければ

ならない。

第5条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定

に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業

所」という。)ごとに、1以上の員数の指定

居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門

員であって常勤であるものを置かなければ

ならない。

2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数

(当該指定居宅介護支援事業者が指定介護

予防支援事業者の指定を併せて受け、又は

法第115条の23第3項の規定により地域包括

支援センターの設置者である指定介護予防

支援事業者から委託を受けて、当該指定居

宅介護支援事業所において指定介護予防支

援(法第58条第1項に規定する指定介護予防

2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数

が35又はその端数を増すごとに1とする。
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支援をいう。以下この項及び第16条第29号

において同じ。)を行う場合にあっては、当

該事業所における指定居宅介護支援の利用

者の数に当該事業所における指定介護予防

支援の利用者の数に3分の1を乗じた数を加

えた数。次項において同じ。)が44又はその

端数を増すごとに1とする。

3 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支

援事業所が、公益社団法人国民健康保険中

央会(昭和34年1月1日に社団法人国民健康

保険中央会という名称で設立された法人を

いう。)が運用及び管理を行う指定居宅介護

支援事業者及び指定居宅サービス事業者等

の使用に係る電子計算機と接続された居宅

サービス計画の情報の共有等のための情報

処理システムを利用し、かつ、事務職員を

配置している場合における第1項に規定す

る員数の基準は、利用者の数が49又はその

端数を増すごとに1とする。

(管理者) (管理者)

第6条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅

介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置か

なければならない。

第6条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅

介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置か

なければならない。

2 略 2 略

3 第1項に規定する管理者は、専らその職務

に従事する者でなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。

3 第1項に規定する管理者は、専らその職務

に従事する者でなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 略 (1) 略

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事す

る場合(その管理する指定居宅介護支援

事業所の管理に支障がない場合に限る。)

(2) 管理者が同一敷地内にある他の事業

所の職務に従事する場合(その管理する

指定居宅介護支援事業所の管理に支障が

ない場合に限る。)

第4章 運営に関する基準 第4章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意)

第7条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅

介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第21条に

規定する運営規程の概要その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について利用申込者の

同意を得なければならない。

第7条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅

介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第21条に

規定する運営規程の概要その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について利用申込者の

同意を得なければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居
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用者又はその家族に対し、居宅サービス計

画が第4条に規定する基本方針及び利用者

の希望に基づき作成されるものであり、利

用者は複数の指定居宅サービス事業者等を

紹介するよう求めることができること等に

つき説明を行い、理解を得なければならな

い。

宅サービス計画が第4条に規定する基本方

針及び利用者の希望に基づき作成されるも

のであり、利用者は複数の指定居宅サービ

ス事業者等を紹介するよう求めることがで

きること、前6月間に当該指定居宅介護支援

事業所において作成された居宅サービス計

画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福

祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下

この項において「訪問介護等」という。)

がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計

画の数が占める割合、前6月間に当該指定居

宅介護支援事業所において作成された居宅

サービス計画に位置付けられた訪問介護等

ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービ

ス事業者又は指定地域密着型サービス事業

者によって提供されたものが占める割合等

につき説明を行い、理解を得なければなら

ない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、前6月間に当該指

定居宅介護支援事業所において作成された

居宅サービス計画の総数のうちに訪問介

護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着

型通所介護(以下この項において「訪問介護

等」という。)がそれぞれ位置付けられた居

宅サービス計画の数が占める割合及び前6

月間に当該指定居宅介護支援事業所におい

て作成された居宅サービス計画に位置付け

られた訪問介護等ごとの回数のうちに同一

の指定居宅サービス事業者又は指定地域密

着型サービス事業者によって提供されたも

のが占める割合につき説明を行い、理解を

得るよう努めなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、利用者について、

病院又は診療所に入院する必要が生じた場

合には、当該利用者に係る介護支援専門員

の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に

伝えるよう求めなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、利用者について、

病院又は診療所に入院する必要が生じた場

合には、当該利用者に係る介護支援専門員

の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に

伝えるよう求めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又

はその家族からの申出があった場合には、

第1項の規定による文書の交付に代えて、第

8項で定めるところにより、当該利用申込者

4 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又

はその家族からの申出があった場合には、

第1項の規定による文書の交付に代えて、第

7項で定めるところにより、当該利用申込者
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又はその家族の承諾を得て、当該文書に記

すべき重要事項を電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって次に掲げるもの(以下この

条において「電磁的方法」という。)により

提供することができる。この場合において、

当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書

を交付したものとみなす。

又はその家族の承諾を得て、当該文書に記

すべき重要事項を電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって次に掲げるもの(以下この

条において「電磁的方法」という。)により

提供することができる。この場合において、

当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書

を交付したものとみなす。

(1) 略 (1) 略

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第35

条第1項において同じ。)に係る記録媒体

をいう。)をもって調製するファイルに第

1項に規定する重要事項を記録したもの

を交付する方法

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに第1項に規

定する重要事項を記録したものを交付す

る方法

6 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその

家族がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでな

ければならない。

5 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその

家族がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでな

ければならない。

7 第5項第1号の「電子情報処理組織」とは、

指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子

計算機と、利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。

6 第4項第1号の「電子情報処理組織」とは、

指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子

計算機と、利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。

8 指定居宅介護支援事業者は、第5項の規定

により第1項に規定する重要事項を提供し

ようとするときは、あらかじめ、当該利用

申込者又はその家族に対し、その用いる次

に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示

し、文書又は電磁的方法による承諾を得な

ければならない。

7 指定居宅介護支援事業者は、第4項の規定

により第1項に規定する重要事項を提供し

ようとするときは、あらかじめ、当該利用

申込者又はその家族に対し、その用いる次

に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示

し、文書又は電磁的方法による承諾を得な

ければならない。

(1) 第5項各号に規定する方法のうち指定

居宅介護支援事業者が使用するもの

(1) 第4項各号に規定する方法のうち指定

居宅介護支援事業者が使用するもの

(2) 略 (2) 略

9 前項の規定による承諾を得た指定居宅介

護支援事業者は、当該利用申込者又はその

家族から文書又は電磁的方法により電磁的

方法による提供を受けない旨の申出があっ

たときは、当該利用申込者又はその家族に

対し、第1項に規定する重要事項の提供を電

磁的方法によってしてはならない。ただし、

8 前項の規定による承諾を得た指定居宅介

護支援事業者は、当該利用申込者又はその

家族から文書又は電磁的方法により電磁的

方法による提供を受けない旨の申出があっ

たときは、当該利用申込者又はその家族に

対し、第1項に規定する重要事項の提供を電

磁的方法によってしてはならない。ただし、
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当該利用申込者又はその家族が再び前項の

規定による承諾をした場合は、この限りで

ない。

当該利用申込者又はその家族が再び前項の

規定による承諾をした場合は、この限りで

ない。

第8条～第15条 略 第8条～第15条 略

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針) (指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

第16条 指定居宅介護支援の方針は、第4条に

規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによ

るものとする。

第16条 指定居宅介護支援の方針は、第4条に

規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによ

るものとする。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(2)の2 指定居宅介護支援の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束その他利用

者の行動を制限する行為(以下「身体的拘

束等」という。)を行ってはならない。

(2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。

(3)～(13) 略 (3)～(13) 略

(14) 介護支援専門員は、指定居宅サービ

ス事業者等から利用者に係る情報の提供

を受けたときその他必要と認めるとき

は、利用者の服薬状況、口腔機能その他
くう

の利用者の心身又は生活の状況に係る情

報のうち必要と認めるものを、利用者の

同意を得て主治の医師等又は薬剤師に提

供するものとする。

(14) 介護支援専門員は、指定居宅サービ

ス事業者等から利用者に係る情報の提供

を受けたときその他必要と認めるとき

は、利用者の服薬状況、口腔機能その他
くう

の利用者の心身又は生活の状況に係る情

報のうち必要と認めるものを、利用者の

同意を得て主治の医師、歯科医師又は薬

剤師に提供するものとする。

(15) 介護支援専門員は、第13号に規定す

る実施状況の把握(以下「モニタリング」

という。)に当たっては、利用者及びその

家族、指定居宅サービス事業者等との連

絡を継続的に行うこととし、特段の事情

のない限り、次に定めるところにより行

わなければならない。

(15) 介護支援専門員は、第13号に規定す

る実施状況の把握(以下「モニタリング」

という。)に当たっては、利用者及びその

家族、指定居宅サービス事業者等との連

絡を継続的に行うこととし、特段の事情

のない限り、次に定めるところにより行

わなければならない。

ア 少なくとも1月に1回、利用者に面接

すること。

ア 少なくとも1月に1回、利用者の居宅

を訪問し、利用者に面接すること。

イ アの規定による面接は、利用者の居

宅を訪問することによって行うこと。

ただし、次のいずれにも該当する場合

であって、少なくとも2月に1回、利用

者の居宅を訪問し、利用者に面接する
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ときは、利用者の居宅を訪問しない月

においては、テレビ電話装置等を活用

して、利用者に面接することができる

ものとする。

(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面

接を行うことについて、文書により

利用者の同意を得ていること。

(ｲ) サービス担当者会議等において、

次に掲げる事項について主治の医

師、担当者その他の関係者の合意を

得ていること。

ａ 利用者の心身の状況が安定して

いること。

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活

用して意思疎通を行うことができ

ること。

ｃ 介護支援専門員が、テレビ電話

装置等を活用したモニタリングで

は把握できない情報について、担

当者から提供を受けること。

ウ 少なくとも1月に1回、モニタリング

の結果を記録すること。

イ 少なくとも1月に1回、モニタリング

の結果を記録すること。

(16)～(28) 略 (16)～(28) 略

(29) 指定居宅介護支援事業者は、法第115

条の23第3項の規定に基づき、地域包括支

援センターの設置者である指定介護予防

支援事業者から指定介護予防支援の業務

の委託を受けるに当たっては、その業務

量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事

業者が行う指定居宅介護支援の業務が適

正に実施できるよう配慮しなければなら

ない。

(29) 指定居宅介護支援事業者は、法第115

条の23第3項の規定に基づき、指定介護予

防支援事業者から指定介護予防支援の業

務の委託を受けるに当たっては、その業

務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援

事業者が行う指定居宅介護支援の業務が

適正に実施できるよう配慮しなければな

らない。

(30) 略 (30) 略

第17条～第25条 略 第17条～第25条 略

(掲示) (掲示)

第26条 指定居宅介護支援事業者は、指定居

宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営

規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制

その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項(以下この条に

おいて単に「重要事項」という。)を掲示し

なければならない。

第26条 指定居宅介護支援事業者は、指定居

宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営

規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制

その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を掲示しなけれ

ばならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、重要事項を記

載した書面を当該指定居宅介護支援事業所

2 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定す

る事項を記載した書面を当該指定居宅介護

213 



に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、前項の規

定による掲示に代えることができる。

支援事業所に備え付け、かつ、これをいつ

でも関係者に自由に閲覧させることによ

り、同項の規定による掲示に代えることが

できる。

3 指定居宅介護支援事業者は、原則として、

重要事項をウェブサイトに掲載しなければ

ならない。

第27条～第32条 略 第27条～第32条 略

(記録の整備) (記録の整備)

第33条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、

設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。

第33条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、

設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対す

る指定居宅介護支援の提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から5年間

保存しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対す

る指定居宅介護支援の提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から5年間

保存しなければならない。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(3) 第16条第2号の3の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録

(4) 第19条の規定による市への通知に係

る記録

(3) 第19条に規定する市への通知に係る

記録

(5) 第30条第2項の規定による苦情の内容

等の記録

(4) 第30条第2項に規定する苦情の内容等

の記録

(6) 第31条第2項の規定による事故の状況

及び事故に際して採った処置についての

記録

(5) 第31条第2項に規定する事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記

録

第5章 基準該当居宅介護支援に関す

る基準

第5章 基準該当居宅介護支援に関す

る基準

第34条 略 第34条 略

第6章 雑則 第6章 雑則

(電磁的記録等) (電磁的記録等)

第35条 指定居宅介護支援事業者及び指定居

宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保

存その他これらに類するもののうち、この

条例の規定において書面(書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。)で行うこ

とが規定されている又は想定されるもの

(第10条(第34条において準用する場合を含

第35条 指定居宅介護支援事業者及び指定居

宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保

存その他これらに類するもののうち、この

条例の規定において書面(書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。)で行うこ

とが規定されている又は想定されるもの

(第10条(第34条において準用する場合を含
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む。)及び第16条第27号(第34条において準

用する場合を含む。)並びに次項に規定する

ものを除く。)については、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録により行うこと

ができる。

む。)及び第16条第27号(第34条において準

用する場合を含む。)並びに次項に規定する

ものを除く。)については、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。)により行うことができ

る。

2 略 2 略
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議案第 42 号

伊勢市県営土地改良事業に係る特別徴収金の徴収に関する条例の制

定について

伊勢市県営土地改良事業に係る特別徴収金の徴収に関する条例を次のよ

うに提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市県営土地改良事業に係る特別徴収金の徴収に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、土地改良法（昭和24年法律第195号。以下「法」と

いう。）第87条の３第１項の規定により三重県が行う土地改良事業（以

下「県営土地改良事業」という。）に係る法第91条の２第６項の規定に

よる特別徴収金（以下「特別徴収金」という。）の徴収に関し必要な事

項を定めるものとする。

（特別徴収金の徴収）

第２条 市長は、県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき

法第91条の２第６項各号のいずれかに掲げる者が、その土地の全部又は

一部につき、法第87条の３第７項において準用する法第87条第５項の規

定による当該県営土地改良事業に係る土地改良事業計画を定めた旨の公

告の日から、法第113条の３第３項の規定による当該県営土地改良事業

の工事の完了の公告の日（その公告において工事完了の日が示されたと

きは、その示された日）の属する年度の翌年度の初日から起算して８年

を経過する日までの間に、法第91条の２第６項各号に定める場合に該当

したときは、その者から、特別徴収金を徴収する。

（特別徴収金の額）

第３条 特別徴収金の額は、県営土地改良事業に要する費用の額のうち、

法第91条第６項の規定により市が負担する額に、当該特別徴収金の徴収

に係る土地の面積の当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の

面積に対する割合を乗じて得た額とする。

（特別徴収金の徴収方法）

第４条 特別徴収金は、納入通知書により市長が指定する期日までに納付

するものとする。
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（特別徴収金の徴収猶予及び免除）

第５条 市長は、災害その他特別の事情があると認める場合には、徴収す

べき特別徴収金について徴収を猶予することができる。

２ 市長は、特別徴収金の徴収に係る土地の面積が規則で定める面積を超

えない場合その他当該土地につき特別徴収金を徴収しないことが相当で

あると認めるときは、特別徴収金を免除することができる。

（委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（説 明）

これは、県営土地改良事業に係る特別徴収金の徴収に関し必要な事

項を定めるため、条例を制定しようとするものである。
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議案第 43 号

伊勢市漁港管理条例及び伊勢市風致地区内における建築等の規制に

関する条例の一部改正について

伊勢市漁港管理条例及び伊勢市風致地区内における建築等の規制に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記

219 



伊勢市条例第 号

伊勢市漁港管理条例及び伊勢市風致地区内における建築等の規制に

関する条例の一部を改正する条例

（伊勢市漁港管理条例の一部改正）

第１条 伊勢市漁港管理条例（平成17年伊勢市条例第145号）の一部を次の

ように改正する。

第１条中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」

に改める。

第12条第３項中「１月（工作物の設置を目的とする占用にあっては、

３年）」を「10年」に改める。

第16条第１項中「又は占用の」を「若しくは占用の」に改め、「受け

た者」の次に「又は法第43条第４項に規定する認定計画実施者（法第44

条第１項に規定する認定計画において法第42条第２項第２号及び第３号

に掲げる事項（水面又は土地の占用に係るものに限る。）又は法第50条

第１項各号に掲げる事項を定めた者に限る。）」を加え、同項ただし書

中「同条第４項」を「法第39条第４項」に改める。

（伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部改正）

第２条 伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成17年

伊勢市条例第162号）の一部を次のように改正する。

別表第２の９の項中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に

関する法律」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（伊勢市漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の伊勢市漁港管理条例第12条第３項の規定

220 



は、この条例の施行の日以後に申請される占用の許可について適用し、同

日前に申請された占用の許可については、なお従前の例による。

（説 明）

これは、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法

律による漁港漁場整備法の一部改正に伴い、漁港施設等活用事業制度

に係る占用料を定めるほか、漁港施設の占用許可の最長期間を延長す

るとともに、所要の規定の整備を行うため、関係する条例を改正しよ

うとするものである。
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（参考）

伊勢市漁港管理条例（第１条関係）

改正後 改正前

(目的) (目的)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等

に関する法律(昭和25年法律第137号。以下

「法」という。)の規定に基づき、市が管

理する漁港(以下「漁港」という。)の維持

管理について、必要な事項を定めることを

目的とする。

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25

年法律第137号。以下「法」という。)の規

定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁

港」という。)の維持管理について、必要

な事項を定めることを目的とする。

第2条～第11条 略 第2条～第11条 略

(占用の許可等) (占用の許可等)

第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を

占用し、又は当該施設に定着する工作物を

新築し、改築し、増築し、若しくは除去し

ようとする者は、市長の許可を受けなけれ

ばならない。

第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を

占用し、又は当該施設に定着する工作物を

新築し、改築し、増築し、若しくは除去し

ようとする者は、市長の許可を受けなけれ

ばならない。

2 略 2 略

3 第1項の占用の期間は、10年を超えること

ができない。ただし、市長が特別の必要が

あると認めた場合においては、この限りで

ない。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置

を目的とする占用にあっては、3年)を超え

ることができない。ただし、市長が特別の

必要があると認めた場合においては、この

限りでない。

第13条～第15条 略 第13条～第15条 略

(土砂採取料等) (土砂採取料等)

第16条 漁港の区域内の水域(市以外の者が

その権原に基づき管理する土地に係る水

域を除く。)及び公共空地について法第39

条第1項の規定による採取若しくは占用の

許可を受けた者又は法第43条第4項に規定

する認定計画実施者(法第44条第1項に規

定する認定計画において法第42条第2項第

2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地

の占用に係るものに限る。)又は法第50条

第1項各号に掲げる事項を定めた者に限

る。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料

又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)

を徴収する。ただし、法第39条第4項に規

定する者については、この限りでない。

第16条 漁港の区域内の水域(市以外の者が

その権原に基づき管理する土地に係る水

域を除く。)及び公共空地について法第39

条第1項の規定による採取又は占用の許可

を受けた者からは、別表第2に掲げる土砂

採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」

という。)を徴収する。ただし、同条第4項

に規定する者については、この限りでな

い。

2 略 2 略

第17条～第22条 略 第17条～第22条 略
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伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例（第２条関係）

改正後 改正前

第1条～第3条 略 第1条～第3条 略

(通知行為) (通知行為)

第4条 前2条の規定にかかわらず、別表第2

に掲げる行為(別表第1に掲げる行為を除

く。)をしようとする者は、あらかじめ、

その旨を市長に通知することをもって足

りる。

第4条 前2条の規定にかかわらず、別表第2

に掲げる行為(別表第1に掲げる行為を除

く。)をしようとする者は、あらかじめ、

その旨を市長に通知することをもって足

りる。

第5条～第10条 略 第5条～第10条 略

別表第1 略 別表第1 略

別表第2(第4条関係) 別表第2(第4条関係)

通知行為 通知行為

別表第3・別表第4 略 別表第3・別表第4 略

1～8 略

9 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭

和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる

基本施設又は同条第2号イ及びロに掲げる

機能施設に関する工事の施行又は漁港施

設の管理に係る行為

10～37 略

1～8 略

9 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)

第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2

号イ及びロに掲げる機能施設に関する工

事の施行又は漁港施設の管理に係る行為

10～37 略
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議案第 44 号

伊勢市営住宅管理条例の一部改正について

伊勢市営住宅管理条例の一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市営住宅管理条例の一部を改正する条例

伊勢市営住宅管理条例（平成17年伊勢市条例第163号）の一部を次のよ

うに改正する。

第４条第１項第５号を次のように改める。

(5) 市のウェブサイト

第６条第１項各号列記以外の部分中「老人、身体障害者その他の特に居

住の安定を図る必要がある者（以下「老人等」という。）にあっては第１

号及び第３号から第６号まで、被災市街地復興特別措置法」を「被災市

街地復興特別措置法」に、「第４号及び第６号」を「、第５号及び第７

号」に改め、同項第２号中「親族」を「者があるときは、その者が親

族」に、「婚姻の予約者」を「婚姻の予約者及び児童福祉法（昭和22年法

律第164号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４に規定する

里親に委託されている児童」に、「がある」を「である」に改め、同項第

６号を同項第７号とし、同項第５号を同項第６号とし、同項第４号を同

項第５号とし、同項第３号ア中「第４項」を「第３項」に改め、同号を

同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

(3) 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、

かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが

困難であると認められる者でないこと。

第６条第２項を削り、同条第３項中「前項ただし書」を「前項第３号」

に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項各号列記以外の部分中「第

１項第３号ア」を「第１項第４号ア」に改め、同項第１号中「ア又は

イ」を「アからオまで」に改め、同号ア中「障害者基本法」を「障害者

基本法（昭和45年法律第84号）」に、「身体障害者福祉法施行規則」を

「身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）」に、「精神障
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害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」を「精神障害

（知的障害を除く。以下同じ。） 精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律施行令（昭和25年政令第155号）」に、「（ｳ）に」を「（ｲ）に」に改め、

同号イを次のように改める。

イ 戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第２条第１項に規

定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法（大正12年法律第48

号）別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同法別表

第１号表ノ３の第１款症であるもの

第６条第４項第１号に次のように加える。

ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117

号）第11条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている

者

エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過

していないもの

オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律

（平成13年法律第63号）第２条に規定するハンセン病療養所入所

者等

第６条第４項を同条第３項とする。

第７条第１項中「前条第１項第１号から第５号まで」を「前条第１項第

１号、第２号及び第４号から第６号まで」に改め、同条第２項中「前条第

１項第３号イ」を「前条第１項第４号イ」に改め、「（老人等にあっては、

同項第１号及び第３号から第６号まで)」を削り、「、当該災害」を「当該

災害」に改める。

第27条第１項中「第６条第１項第３号」を「第６条第１項第４号」に改

める。

第40条第１項第３号中「き損した」を「毀損した」に改める。
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、

同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応

じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格については、この条例に

よる改正後の伊勢市営住宅管理条例の規定にかかわらず、なお従前の例

による。

（説 明）

これは、市営住宅の入居者資格のうち同居親族要件を廃止するとと

もに、その他規定の整備を行うため、条例を改正しようとするもので

ある。
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（参考）

改正後 改正前

第1章 総則 第1章 総則

第1条～第3条 略 第1条～第3条 略

第2章 市営住宅の管理 第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法) (入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次

の各号に掲げる方法のうち2以上の方法に

よって行うものとする。

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次

の各号に掲げる方法のうち2以上の方法に

よって行うものとする。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略

(5) 市のウェブサイト (5) 市ホームページ

(6) 略 (6) 略

2 略 2 略

第5条 略 第5条 略

(入居者の資格) (入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者

は、次の各号(被災市街地復興特別措置法

(平成7年法律第14号)第21条に規定する被

災者等にあっては、第5号及び第7号)の条件

を具備する者でなければならない。

第6条 市営住宅に入居することができる者

は、次の各号(老人、身体障害者その他の特

に居住の安定を図る必要がある者(以下「老

人等」という。)にあっては第1号及び第3号

から第6号まで、被災市街地復興特別措置法

(平成7年法律第14号)第21条に規定する被

災者等にあっては第4号及び第6号)の条件

を具備する者でなければならない。

(1) 略 (1) 略

(2) 現に同居し、又は同居しようとする者

があるときは、その者が親族(婚姻の届出

をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者その他婚姻の予約者及び児童福

祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項

第3号の規定により同法第6条の4に規定

する里親に委託されている児童を含む。

以下同じ。)であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親

族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者その他婚姻の予

約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) 身体上又は精神上著しい障害がある

ために常時の介護を必要とし、かつ、居宅

においてこれを受けることができず、又

は受けることが困難であると認められる

者でないこと。

(4) その者の収入がア、イ又はウに掲げる

場合に応じそれぞれア、イ又はウに掲げ

る金額を超えないこと。

(3) その者の収入がア、イ又はウに掲げる

場合に応じそれぞれア、イ又はウに掲げ

る金額を超えないこと。

ア 特に居住の安定を図る必要がある場

合として第3項で定める場合 214,000

円

ア 特に居住の安定を図る必要がある場

合として第4項で定める場合 214,000

円

イ・ウ 略 イ・ウ 略
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(5) 現に住宅に困窮していることが明ら

かな者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明ら

かな者であること。

(6) 公募の際に納期の到来している市税

を完納していること。

(5) 公募の際に納期の到来している市税

を完納していること。

(7) その者又は同居しようとする親族が

暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律(平成3年法律第77号)第2条第6

号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」

という。)でないこと。

(6) その者又は同居しようとする親族が

暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律(平成3年法律第77号)第2条第6

号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」

という。)でないこと。

2 老人等は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。ただし、身体上又は精神上著しい

障害があるために常時の介護を必要とし、

かつ、居宅においてこれを受けることがで

きず、又は受けることが困難であると認め

られる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)

第2条第1号に規定する障害者でその障害

の程度がアからウまでに掲げる障害の種

類に応じ、それぞれアからウまでに定め

る程度であるもの

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規

則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5

号の1級から4級までのいずれかに該当

する程度

イ 精神障害(知的障害を除く。以下同

じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律施行令(昭和25年政令第155

号)第6条第3項に規定する1級から3級

までのいずれかに該当する程度

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の

程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第

168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で

その障害の程度が恩給法(大正12年法律

第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から

第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の

第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関す

る法律(平成6年法律第117号)第11条第1

項の規定による厚生労働大臣の認定を受

けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第

6条第1項に規定する被保護者又は中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住
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帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律(平成6年法律

第30号)第14条第1項に規定する支援給付

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及

び永住帰国後の自立の支援に関する法律

の一部を改正する法律(平成19年法律第1

27号)附則第4条第1項に規定する支援給

付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げ

た日から起算して5年を経過していない

もの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する

補償金の支給等に関する法律(平成13年

法律第63号)第2条に規定するハンセン病

療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律(平成13年法律第3

1号。以下この号において「配偶者暴力防

止等法」という。)第1条第2項に規定する

被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の

2に規定する関係にある相手からの暴力

を受けた者で、ア又はイのいずれかに該

当するもの

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3

号(配偶者暴力防止等法第28条の2にお

いて準用する場合を含む。)の規定によ

る一時保護又は配偶者暴力防止等法第

5条(配偶者暴力防止等法第28条の2に

おいて準用する場合を含む。)の規定に

よる保護が終了した日から起算して5

年を経過していない者

イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項（配

偶者暴力防止等法第28条の2において

準用する場合を含む。)の規定により裁

判所がした命令の申立てを行った者で

当該命令がその効力を生じた日から起

算して5年を経過していないもの

2 市長は、入居の申込みをした者が前項第3

号に規定する者に該当するかどうかを判断

しようとする場合において必要があると認

めるときは、当該職員をして、当該入居の申

込みをした者に面接させ、その心身の状況、

受けることができる介護の内容その他必要

な事項について調査させることができる。

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただ

し書に規定する者に該当するかどうかを判

断しようとする場合において必要があると

認めるときは、当該職員をして、当該入居の

申込みをした者に面接させ、その心身の状

況、受けることができる介護の内容その他

必要な事項について調査させることができる。

3 第1項第4号アに規定する特に居住の安定 4 第1項第3号アに規定する特に居住の安定

230 



を図る必要がある場合とは、次の各号のい

ずれかに該当する場合をいう。

を図る必要がある場合とは、次の各号のい

ずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にアからオまでの

いずれかに該当する者がある場合

(1) 入居者又は同居者にア又はイのいず

れかに該当する者がある場合

ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)

第2条第1号に規定する障害者でその障

害の程度が(ｱ)から(ｳ)までに掲げる障

害の種類に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｳ)

までに定める程度であるもの

ア 障害者基本法第2条第1号に規定する

障害者でその障害の程度が(ｱ)から(ｳ)

までに掲げる障害の種類に応じ、それ

ぞれ(ｱ)から(ｳ)までに定める程度であ

るもの

(ｱ) 身体障害 身体障害者福祉法施

行規則(昭和25年厚生省令第15号)別

表第5号の1級から4級までのいずれ

かに該当する程度

(ｱ) 身体障害 身体障害者福祉法施

行規則別表第5号の1級から4級まで

のいずれかに該当する程度

(ｲ) 精神障害(知的障害を除く。以下

同じ。) 精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律施行令(昭和25年政

令第155号)第6条第3項に規定する1

級又は2級に該当する程度

(ｲ) 精神障害 精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律施行令第6条

第3項に規定する1級又は2級に該当

する程度

(ｳ) 知的障害 (ｲ)に規定する精神障

害の程度に相当する程度

(ｳ) 知的障害 (ｳ)に規定する精神障

害の程度に相当する程度

イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律

第168号)第2条第1項に規定する戦傷病

者でその障害の程度が恩給法(大正12

年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別

項症から第6項症まで又は同法別表第1

号表ノ3の第1款症であるもの

イ 第2項第3号、第4号、第6号又は第7号

に該当する者

ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関す

る法律(平成6年法律第117号)第11条第

1項の規定による厚生労働大臣の認定

を受けている者

エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げ

た日から起算して5年を経過していな

いもの

オ ハンセン病療養所入所者等に対する

補償金の支給等に関する法律(平成13

年法律第63号)第2条に規定するハンセ

ン病療養所入所者等

(2)・(3) 略 (2)・(3) 略

(入居者資格の特例) (入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了

又は市営住宅の用途の廃止により当該市営

住宅の明渡しをしようとする入居者が、当

該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込

みをした場合においては、その者は前条第1

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了

又は市営住宅の用途の廃止により当該市営

住宅の明渡しをしようとする入居者が、当

該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込

みをした場合においては、その者は前条第1
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項第1号、第2号及び第4号から第6号までに

掲げる条件を具備する者とみなす。

項第1号から第5号までに掲げる条件を具備

する者とみなす。

2 前条第1項第4号イに掲げる市営住宅の入

居者は、同項各号に掲げる条件を具備する

ほか、当該災害発生の日から3年間は、なお

当該災害により住宅を失った者でなければ

ならない。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入

居者は、同項各号(老人等にあっては、同項

第1号及び第3号から第6号まで)に掲げる条

件を具備するほか、当該災害発生の日から3

年間は、なお、当該災害により住宅を失った

者でなければならない。

第8条～第26条 略 第8条～第26条 略

(収入超過者等に関する認定) (収入超過者等に関する認定)

第27条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定

により認定した入居者の収入の額が第6条

第1項第4号の金額を超え、かつ、当該入居者

が市営住宅に引き続き3年以上入居してい

るときは、当該入居者を収入超過者として

認定し、その旨を通知する。

第27条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定

により認定した入居者の収入の額が第6条

第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者

が市営住宅に引き続き3年以上入居してい

るときは、当該入居者を収入超過者として

認定し、その旨を通知する。

2・3 略 2・3 略

第28条～第39条 略 第28条～第39条 略

(住宅の明渡し請求) (住宅の明渡し請求)

第40条 市長は、入居者が次の各号のいずれ

かに該当する場合においては、当該入居者

に対し、当該市営住宅の明渡しを請求する

ことができる。

第40条 市長は、入居者が次の各号のいずれ

かに該当する場合においては、当該入居者

に対し、当該市営住宅の明渡しを請求する

ことができる。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に

毀損したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に

き損したとき。

(4)～(8) 略 (4)～(8) 略

2～6 略 2～6 略

第3章 法第45条第1項の規定に基づく

社会福祉事業等への活用

第3章 法第45条第1項の規定に基づく

社会福祉事業等への活用

第41条～第47条 略 第41条～第47条 略

第4章 法第45条第2項の規定に基づく

市営住宅の活用(みなし特定公

共賃貸住宅)

第4章 法第45条第2項の規定に基づく

市営住宅の活用(みなし特定公

共賃貸住宅)

第48条～第51条 略 第48条～第51条 略

第5章 駐車場の管理 第5章 駐車場の管理

第51条の2～第51条の11 略 第51条の2～第51条の11 略

第6章 補則 第6章 補則

第51条の12～第55条 略 第51条の12～第55条 略
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議案第 45 号

伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の廃止につい

て

伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例を廃止する条例を

次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例を廃止する条

例

伊勢市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例（平成17年伊勢市

条例第164号）は、廃止する。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（説 明）

これは、伊勢市特定公共賃貸住宅を廃止するため、条例を廃止しよ

うとするものである。
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議案第 46 号

伊勢市上水道給水条例の一部改正について

伊勢市上水道給水条例の一部を改正する条例を次のように提出する。

令和６年２月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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伊勢市条例第 号

伊勢市上水道給水条例の一部を改正する条例

伊勢市上水道給水条例（平成17年伊勢市条例第170号）の一部を次のよ

うに改正する。

第５条第１項及び第39条第２項ただし書中「第16条の２第３項の厚生

労働省令」を「第16条の２第３項ただし書の国土交通省令」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（説 明）

これは、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に

関する法律による水道法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行

うため、条例を改正しようとするものである。
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（参考）

改正後 改正前

第1章 総則 第1章 総則

第1条～第4条 略 第1条～第4条 略

第2章 給水装置の工事及び費用 第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み) (給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法

(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)

第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で

定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は

撤去(以下「給水装置工事」という。)をし

ようとする者は、管理者の定めるところに

より、あらかじめ管理者に申し込み、その

承認を受けなければならない。

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法

(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)

第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給

水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以

下「給水装置工事」という。)をしようとす

る者は、管理者の定めるところにより、あ

らかじめ管理者に申し込み、その承認を受

けなければならない。

2 略 2 略

第6条～第18条 略 第6条～第18条 略

第3章 給水 第3章 給水

第19条～第28条 略 第19条～第28条 略

第4章 料金、手数料及び工事負担金 第4章 料金、手数料及び工事負担金

第29条～第37条 略 第29条～第37条 略

第5章 管理 第5章 管理

第38条 略 第38条 略

(給水装置の基準違反に対する措置) (給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給

水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭

和32年政令第336号。以下「政令」という。)

第6条に規定する基準に適合していないと

きは、その者の給水契約の申込みを拒み、

又はその者が給水装置をその基準に適合さ

せるまでの間その者に対する給水を停止す

ることができる。

第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給

水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭

和32年政令第336号。以下「政令」という。)

第6条に規定する基準に適合していないと

きは、その者の給水契約の申込みを拒み、

又はその者が給水装置をその基準に適合さ

せるまでの間その者に対する給水を停止す

ることができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置

が管理者又は指定給水装置工事事業者の施

行した給水装置工事に係るものでないとき

は、その者の給水契約の申込みを拒み、又

はその者に対する給水を停止することがで

きる。ただし、法第16条の2第3項ただし書

の国土交通省令で定める給水装置の軽微な

変更であるとき、又は当該給水装置の構造

及び材質が政令第6条に規定する基準に適

合していることを確認したときは、この限

りでない。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置

が管理者又は指定給水装置工事事業者の施

行した給水装置工事に係るものでないとき

は、その者の給水契約の申込みを拒み、又

はその者に対する給水を停止することがで

きる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労

働省令で定める給水装置の軽微な変更であ

るとき、又は当該給水装置の構造及び材質

が政令第6条に規定する基準に適合してい

ることを確認したときは、この限りでない。

第40条・第41条 略 第40条・第41条 略
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第6章 貯水槽水道 第6章 貯水槽水道

第42条・第43条 略 第42条・第43条 略

第6章の2 布設工事監督者の配置基準

等及び水道技術管理者の資

格基準

第6章の2 布設工事監督者の配置基準

等及び水道技術管理者の資

格基準

第43条の2～第43条の4 略 第43条の2～第43条の4 略

第7章 雑則 第7章 雑則

第44条 略 第44条 略

第8章 罰則 第8章 罰則

第45条・第46条 略 第45条・第46条 略
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議案第 47 号

三重地方税管理回収機構規約の変更に関する協議について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 286 条第１項の規定により、三

重地方税管理回収機構規約の一部を変更する規約を次のように定めること

について、関係地方公共団体と協議するため、同法第 290 条の規定により、

議会の議決を求める。

令和６年２月 19 日提出

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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三重地方税管理回収機構規約の一部を変更する規約

三重地方税管理回収機構規約（平成 16 年３月８日三重県指令地振第４

－1021 号）の一部を次のように変更する。

第３条第１号中「されている地方税」の次に「並びに森林環境税及び森

林環境譲与税に関する法律（平成 31 年法律第３号）第７条の規定により

個人の市町村民税の均等割及び個人の道府県民税の均等割の賦課徴収と併

せて賦課徴収することとされている森林環境税」を加える。

附 則

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

（説 明）

これは、三重地方税管理回収機構規約の変更をすることについて、

地方自治法第 290 条の規定により、議会の議決を経ようとするもので

ある。
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<<<新旧対照表>>>

○三重地方税管理回収機構規約

新 旧

第１章 総則 第１章 総則

第１条・第２条 略 第１条・第２条 略

（機構の共同処理する事務） （機構の共同処理する事務）

第３条 機構は、次に掲げる事務を共同処

理する。

第３条 機構は、次に掲げる事務を共同処

理する。

(１) 地方税法（昭和25年法律第226号）

の規定に基づき、市町が賦課徴収する

こととされている地方税並びに森林環

境税及び森林環境譲与税に関する法律

（平成31年法律第３号）第７条の規定

により個人の市町村民税の均等割及び

個人の道府県民税の均等割の賦課徴収

と併せて賦課徴収することとされてい

る森林環境税に係る滞納事案のうち、

関係市町の長から機構が引き受けた事

案に係る滞納処分及びこれに関連する

事務並びに滞納処分の執行の停止又は

不納欠損処分をすることについての判

定事務

(１) 地方税法（昭和25年法律第226号）

の規定に基づき、市町が賦課徴収する

こととされている地方税に係る滞納事

案のうち、関係市町の長から機構が引

き受けた事案に係る滞納処分及びこれ

に関連する事務並びに滞納処分の執行

の停止又は不納欠損処分をすることに

ついての判定事務

(２) 略 (２) 略

第４条 略 第４条 略

第２章 機構の議会 第２章 機構の議会

第５条～第７条 略 第５条～第７条 略

第３章 機構の執行機関 第３章 機構の執行機関

第８条～第11条 略 第８条～第11条 略

第４章 機構の経費 第４章 機構の経費

第12条・第13条 略 第12条・第13条 略

第５章 雑則 第５章 雑則

第14条 略 第14条 略
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議案第 48 号

鳥羽市との定住自立圏形成協定の変更について

鳥羽市との間において締結した定住自立圏の形成に関する協定を次のと

おり変更することについて、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例（令

和元年伊勢市条例第 12 号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求め

る。

令和６年２月 19 日提出

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書

伊勢市（以下「甲」という。）と鳥羽市（以下「乙」という。）は、定住

自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定を次のとおり締結する。

別表第１に次の１表を加える。

３ その他

別表第２の４の表に次のように加える。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名

押印の上、各自１通を保有する。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

自 転 車 の 活

用推進

観光振興、健康の

増進、安心・安全利

用、環境への負荷の

低減等の公共の利

益増進に向けて、自

転車を活用した取

組を行う。

自転車を活用

したまちづくり

に取り組む組織

等において、乙

と連携し、必要

な取組を行う。

自転車を活用

したまちづくり

に取り組む組織

等において、甲

と連携し、必要

な取組を行う。

イ ン ク ル ー

シ ブ ス ポ ー

ツ 環 境 の 充

実

共生社会の実現

に向け、インクルー

シブスポーツの推

進を図る。

乙と連携し、

インクルーシブ

スポーツのイベ

ント、講習会、

研修会等を開催

し、インクルー

シブスポーツの

普 及 啓 発 を 図

る。

甲と連携し、

インクルーシブ

スポーツの普及

啓発を図る。
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令和６年 月 日

甲 伊勢市岩淵１丁目７番 29 号

伊勢市

伊勢市長

乙 鳥羽市鳥羽３丁目１番１号

鳥羽市

鳥羽市長

（説 明）

これは、鳥羽市との間において締結した定住自立圏の形成に関する

協定の一部を変更するため、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条

例第２条第２号の規定により、議会の議決を求めるものである。
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別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ その他

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ 略

４ その他

別表第３ 略

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

自 転 車

の 活 用

推進

観光振興、健康の増進、安

心・安全利用、環境への負荷

の低減等の公共の利益増進に

向けて、自転車を活用した取

組を行う。

自転車を活用したまちづ

くりに取り組む組織等にお

いて、乙と連携し、必要な

取組を行う。

自転車を活用したまちづ

くりに取り組む組織等にお

いて、甲と連携し、必要な

取組を行う。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

図 書 館

サ ー ビ

ス の 充

実

図書館サービスの充実を図

るため、公共図書館が連携し、

利用者の利便性向上に向けた

新たなサービスの仕組みを構

築する。

乙と連携し、新たなサー

ビスの仕組みを検討及び構

築する。

甲と連携し、新たなサー

ビスの仕組みの構築に係る

協議及び検討を行い、構築

に向けて協力を行う。

消 費 生

活 相 談

体 制 の

強化

消費生活センターを維持運

営し、消費者トラブルの早期

解決・未然防止を図る。

伊勢市消費生活センター

を運営し、消費者からの相

談対応を行うとともに、乙

と連携し、消費生活に係る

啓発・情報発信を行う。

運営に必要な経費を負担

するとともに、甲と連携し、

消費生活に係る啓発・情報

発信を行う。

イ ン ク

ル ー シ

ブ ス ポ

ー ツ 環

境 の 充

実

共生社会の実現に向け、イ

ンクルーシブスポーツの推進

を図る。

乙と連携し、インクルー

シブスポーツのイベント、

講習会、研修会等を開催し、

インクルーシブスポーツの

普及啓発を図る。

甲と連携し、インクルー

シブスポーツの普及啓発を

図る。

（参考）

変更後
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別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ 略

４ その他

別表第３ 略

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

図 書 館

サ ー ビ

ス の 充

実

図書館サービスの充実を図

るため、公共図書館が連携し、

利用者の利便性向上に向けた

新たなサービスの仕組みを構

築する。

乙と連携し、新たなサー

ビスの仕組みを検討及び構

築する。

甲と連携し、新たなサー

ビスの仕組みの構築に係る

協議及び検討を行い、構築

に向けて協力を行う。

消 費 生

活 相 談

体 制 の

強化

消費生活センターを維持運

営し、消費者トラブルの早期

解決・未然防止を図る。

伊勢市消費生活センター

を運営し、消費者からの相

談対応を行うとともに、乙

と連携し、消費生活に係る

啓発・情報発信を行う。

運営に必要な経費を負担

するとともに、甲と連携し、

消費生活に係る啓発・情報

発信を行う。

（参考）

変更前
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議案第 49 号

志摩市との定住自立圏形成協定の変更について

志摩市との間において締結した定住自立圏の形成に関する協定を次のと

おり変更することについて、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例（令

和元年伊勢市条例第 12 号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求め

る。

令和６年２月 19 日提出

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書

伊勢市（以下「甲」という。）と志摩市（以下「乙」という。）は、定住

自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定を次のとおり締結する。

別表第１に次の１表を加える。

３ その他

別表第２の４の表に次のように加える。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名

押印の上、各自１通を保有する。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

自 転 車 の 活

用推進

観光振興、健康の

増進、安心・安全利

用、環境への負荷の

低減等の公共の利

益増進に向けて、自

転車を活用した取

組を行う。

自転車を活用

したまちづくり

に取り組む組織

等において、乙

と連携し、必要

な取組を行う。

自転車を活用

したまちづくり

に取り組む組織

等において、甲

と連携し、必要

な取組を行う。

イ ン ク ル ー

シ ブ ス ポ ー

ツ 環 境 の 充

実

共生社会の実現

に向け、インクルー

シブスポーツの推

進を図る。

乙と連携し、

インクルーシブ

スポーツのイベ

ント、講習会、

研修会等を開催

し、インクルー

シブスポーツの

普 及 啓 発 を 図

る。

甲と連携し、

インクルーシブ

スポーツの普及

啓発を図る。
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令和６年 月 日

甲 伊勢市岩淵１丁目７番 29 号

伊勢市

伊勢市長

乙 志摩市阿児町鵜方 3098 番地 22

志摩市

志摩市長

（説 明）

これは、志摩市との間において締結した定住自立圏の形成に関する

協定の一部を変更するため、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条

例第２条第２号の規定により、議会の議決を求めるものである。
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別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ その他

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ 略

４ その他

別表第３ 略

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

自 転 車

の 活 用

推進

観光振興、健康の増進、安

心・安全利用、環境への負荷

の低減等の公共の利益増進に

向けて、自転車を活用した取

組を行う。

自転車を活用したまちづ

くりに取り組む組織等にお

いて、乙と連携し、必要な

取組を行う。

自転車を活用したまちづ

くりに取り組む組織等にお

いて、甲と連携し、必要な

取組を行う。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

図 書 館

サ ー ビ

ス の 充

実

図書館サービスの充実を図

るため、公共図書館が連携し、

利用者の利便性向上に向けた

新たなサービスの仕組みを構

築する。

乙と連携し、新たなサー

ビスの仕組みを検討及び構

築する。

甲と連携し、新たなサー

ビスの仕組みの構築に係る

協議及び検討を行い、構築

に向けて協力を行う。

消 費 生

活 相 談

体 制 の

強化

消費生活センターを維持運

営し、消費者トラブルの早期

解決・未然防止を図る。

伊勢市消費生活センター

を運営し、消費者からの相

談対応を行うとともに、乙

と連携し、消費生活に係る

啓発・情報発信を行う。

運営に必要な経費を負担

するとともに、甲と連携し、

消費生活に係る啓発・情報

発信を行う。

イ ン ク

ル ー シ

ブ ス ポ

ー ツ 環

境 の 充

実

共生社会の実現に向け、イ

ンクルーシブスポーツの推進

を図る。

乙と連携し、インクルー

シブスポーツのイベント、

講習会、研修会等を開催し、

インクルーシブスポーツの

普及啓発を図る。

甲と連携し、インクルー

シブスポーツの普及啓発を

図る。

（参考）

変更後
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別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ 略

４ その他

別表第３ 略

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

図 書 館

サ ー ビ

ス の 充

実

図書館サービスの充実を図

るため、公共図書館が連携し、

利用者の利便性向上に向けた

新たなサービスの仕組みを構

築する。

乙と連携し、新たなサー

ビスの仕組みを検討及び構

築する。

甲と連携し、新たなサー

ビスの仕組みの構築に係る

協議及び検討を行い、構築

に向けて協力を行う。

消 費 生

活 相 談

体 制 の

強化

消費生活センターを維持運

営し、消費者トラブルの早期

解決・未然防止を図る。

伊勢市消費生活センター

を運営し、消費者からの相

談対応を行うとともに、乙

と連携し、消費生活に係る

啓発・情報発信を行う。

運営に必要な経費を負担

するとともに、甲と連携し、

消費生活に係る啓発・情報

発信を行う。

（参考）

変更前
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議案第 50 号

玉城町との定住自立圏形成協定の変更について

玉城町との間において締結した定住自立圏の形成に関する協定を次のと

おり変更することについて、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例（令

和元年伊勢市条例第 12 号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求め

る。

令和６年２月 19 日提出

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書

伊勢市（以下「甲」という。）と玉城町（以下「乙」という。）は、定住

自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定を次のとおり締結する。

別表第１に次の１表を加える。

３ その他

別表第２の４の表宮川流域の保全・活用の項を次のように改める。

別表第２の４の表に次のように加える。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

自 転 車 の 活

用推進

観光振興、健康の

増進、安心・安全利

用、環境への負荷の

低減等の公共の利

益増進に向けて、自

転車を活用した取

組を行う。

自転車を活用

したまちづくり

に取り組む組織

等において、乙

と連携し、必要

な取組を行う。

自転車を活用

したまちづくり

に取り組む組織

等において、甲

と連携し、必要

な取組を行う。

宮 川 流 域 の

環境保全・情

報発信

宮川流域の環境

保全及び魅力を伝

えるための情報発

信等を行う。

流域市町であ

る乙と連携し、

宮 川 流 域 の 保

全・活用に必要

な取組を行う。

流域市町であ

る甲と連携し、

宮 川 流 域 の 保

全・活用に必要

な取組を行う。

イン クルー 共生社会の実現 乙と連携し、 甲と連携し、

シブ スポー

ツ環 境の充

実

に向け、インクルー

シブスポーツの推

進を図る。

インクルーシブ

スポーツのイベ

ント、講習会、

研修会等を開催

し、インクルー

インクルーシブ

スポーツの普及

啓発を図る。
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この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名

押印の上、各自１通を保有する。

令和６年 月 日

甲 伊勢市岩淵１丁目７番 29 号

伊勢市

伊勢市長

乙 度会郡玉城町田丸 114 番地２

玉城町

玉城町長

（説 明）

これは、玉城町との間において締結した定住自立圏の形成に関する

協定の一部を変更するため、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条

例第２条第２号の規定により、議会の議決を求めるものである。

シブスポーツの

普 及 啓 発 を 図

る。
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別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ その他

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ 略

４ その他

別表第３ 略

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

自 転 車

の 活 用

推進

観光振興、健康の増進、安

心・安全利用、環境への負荷

の低減等の公共の利益増進に

向けて、自転車を活用した取

組を行う。

自転車を活用したまちづ

くりに取り組む組織等にお

いて、乙と連携し、必要な

取組を行う。

自転車を活用したまちづ

くりに取り組む組織等にお

いて、甲と連携し、必要な

取組を行う。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

図 書 館

サ ー ビ

ス の 充

実

図書館サービスの充実を図

るため、公共図書館が連携し、

利用者の利便性向上に向けた

新たなサービスの仕組みを構

築する。

乙と連携し、新たなサー

ビスの仕組みを検討及び構

築する。

甲と連携し、新たなサー

ビスの仕組みの構築に係る

協議及び検討を行い、構築

に向けて協力を行う。

宮 川 流

域 の 環

境 保

全・情報

発信

宮川流域の環境保全及び魅

力を伝えるための情報発信等

を行う。

流域市町である乙と連携

し、宮川流域の保全・活用

に必要な取組を行う。

流域市町である甲と連携

し、宮川流域の保全・活用

に必要な取組を行う。

消 費 生

活 相 談

体 制 の

強化

消費生活センターを維持運

営し、消費者トラブルの早期

解決・未然防止を図る。

伊勢市消費生活センター

を運営し、消費者からの相

談対応を行うとともに、乙

と連携し、消費生活に係る

啓発・情報発信を行う。

運営に必要な経費を負担

するとともに、甲と連携し、

消費生活に係る啓発・情報

発信を行う。

イ ン ク

ル ー シ

ブ ス ポ

ー ツ 環

境 の 充

実

共生社会の実現に向け、イ

ンクルーシブスポーツの推進

を図る。

乙と連携し、インクルー

シブスポーツのイベント、

講習会、研修会等を開催し、

インクルーシブスポーツの

普及啓発を図る。

甲と連携し、インクルー

シブスポーツの普及啓発を

図る。

（参考）

変更後
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別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ 略

４ その他

別表第３ 略

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

図 書 館

サ ー ビ

ス の 充

実

図書館サービスの充実を図

るため、公共図書館が連携し、

利用者の利便性向上に向けた

新たなサービスの仕組みを構

築する。

乙と連携し、新たなサー

ビスの仕組みを検討及び構

築する。

甲と連携し、新たなサー

ビスの仕組みの構築に係る

協議及び検討を行い、構築

に向けて協力を行う。

宮 川 流

域 の 保

全・活用

宮川流域ルネッサンス協議

会において、流域情報の集約

及び提供、河川環境の研究結

果の共有、広報紙などを活用

した宮川の魅力を紹介する情

報発信及びイベントの実施等

に取り組む。

宮川流域ルネッサンス協

議会に参画し、乙と連携し、

宮川流域の保全・活用に必

要な取組を行う。

宮川流域ルネッサンス協

議会に参画し、甲と連携し、

宮川流域の保全・活用に必

要な取組を行う。

消 費 生

活 相 談

体 制 の

強化

消費生活センターを維持運

営し、消費者トラブルの早期

解決・未然防止を図る。

伊勢市消費生活センター

を運営し、消費者からの相

談対応を行うとともに、乙

と連携し、消費生活に係る

啓発・情報発信を行う。

運営に必要な経費を負担

するとともに、甲と連携し、

消費生活に係る啓発・情報

発信を行う。

（参考）
変更前
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議案第 51 号

度会町との定住自立圏形成協定の変更について

度会町との間において締結した定住自立圏の形成に関する協定を次のと

おり変更することについて、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例（令

和元年伊勢市条例第 12 号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求め

る。

令和６年２月 19 日提出

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書

伊勢市（以下「甲」という。）と度会町（以下「乙」という。）は、定住

自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定を次のとおり締結する。

別表第１に次の１表を加える。

３ その他

別表第２の４の表宮川流域の保全・活用の項を次のように改める。

別表第２の４の表に次のように加える。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

自 転 車 の 活

用推進

観光振興、健康の

増進、安心・安全利

用、環境への負荷の

低減等の公共の利

益増進に向けて、自

転車を活用した取

組を行う。

自転車を活用

したまちづくり

に取り組む組織

等において、乙

と連携し、必要

な取組を行う。

自転車を活用

したまちづくり

に取り組む組織

等において、甲

と連携し、必要

な取組を行う。

宮 川 流 域 の

環境保全・情

報発信

宮川流域の環境

保全及び魅力を伝

えるための情報発

信等を行う。

流域市町であ

る乙と連携し、

宮 川 流 域 の 保

全・活用に必要

な取組を行う。

流域市町であ

る甲と連携し、

宮 川 流 域 の 保

全・活用に必要

な取組を行う。

イン クルー 共生社会の実現 乙と連携し、 甲と連携し、

シブ スポー

ツ環 境の充

実

に向け、インクルー

シブスポーツの推

進を図る。

インクルーシブ

スポーツのイベ

ント、講習会、

研修会等を開催

し、インクルー

インクルーシブ

スポーツの普及

啓発を図る。
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この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名

押印の上、各自１通を保有する。

令和６年 月 日

甲 伊勢市岩淵１丁目７番 29 号

伊勢市

伊勢市長

乙 度会郡度会町棚橋 1215 番地１

度会町

度会町長

（説 明）

これは、度会町との間において締結した定住自立圏の形成に関する

協定の一部を変更するため、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条

例第２条第２号の規定により、議会の議決を求めるものである。

シブスポーツの

普 及 啓 発 を 図

る。
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別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ その他

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ 略

４ その他

別表第３ 略

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

自 転 車

の 活 用

推進

観光振興、健康の増進、安

心・安全利用、環境への負荷

の低減等の公共の利益増進に

向けて、自転車を活用した取

組を行う。

自転車を活用したまちづ

くりに取り組む組織等にお

いて、乙と連携し、必要な

取組を行う。

自転車を活用したまちづ

くりに取り組む組織等にお

いて、甲と連携し、必要な

取組を行う。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

図 書 館

サ ー ビ

ス の 充

実

図書館サービスの充実を図

るため、公共図書館が連携し、

利用者の利便性向上に向けた

新たなサービスの仕組みを構

築する。

乙と連携し、新たなサー

ビスの仕組みを検討及び構

築する。

甲と連携し、新たなサー

ビスの仕組みの構築に係る

協議及び検討を行い、構築

に向けて協力を行う。

宮 川 流

域 の 環

境 保

全・情報

発信

宮川流域の環境保全及び魅

力を伝えるための情報発信等

を行う。

流域市町である乙と連携

し、宮川流域の保全・活用

に必要な取組を行う。

流域市町である甲と連携

し、宮川流域の保全・活用

に必要な取組を行う。

イ ン ク

ル ー シ

ブ ス ポ

ー ツ 環

境 の 充

実

共生社会の実現に向け、イ

ンクルーシブスポーツの推進

を図る。

乙と連携し、インクルー

シブスポーツのイベント、

講習会、研修会等を開催し、

インクルーシブスポーツの

普及啓発を図る。

甲と連携し、インクルー

シブスポーツの普及啓発を

図る。

（参考）

変更後
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別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ 略

４ その他

別表第３ 略

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

図 書 館

サ ー ビ

ス の 充

実

図書館サービスの充実を図

るため、公共図書館が連携し、

利用者の利便性向上に向けた

新たなサービスの仕組みを構

築する。

乙と連携し、新たなサー

ビスの仕組みを検討及び構

築する。

甲と連携し、新たなサー

ビスの仕組みの構築に係る

協議及び検討を行い、構築

に向けて協力を行う。

宮 川 流

域 の 保

全・活用

宮川流域ルネッサンス協議

会において、流域情報の集約

及び提供、河川環境の研究結

果の共有、広報紙などを活用

した宮川の魅力を紹介する情

報発信及びイベントの実施等

に取り組む。

宮川流域ルネッサンス協

議会に参画し、乙と連携し、

宮川流域の保全・活用に必

要な取組を行う。

宮川流域ルネッサンス協

議会に参画し、甲と連携し、

宮川流域の保全・活用に必

要な取組を行う。

（参考）
変更前
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議案第 52 号

大紀町との定住自立圏形成協定の変更について

大紀町との間において締結した定住自立圏の形成に関する協定を次のと

おり変更することについて、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例（令

和元年伊勢市条例第 12 号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求め

る。

令和６年２月 19 日提出

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書

伊勢市（以下「甲」という。）と大紀町（以下「乙」という。）は、定住

自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定を次のとおり締結する。

別表第１の２の表観光の振興の部伊勢・熊野地域への旅客誘致を図り、

お伊勢参りと熊野詣でに関する情報発信等の取組を行う。の項の前に次の

ように加える。

別表第１に次の１表を加える。

３ その他

別表第２の４の表宮川流域の保全・活用の項を次のように改める。

伊勢志摩地域へ

の旅客誘致を図り、

伊勢志摩地域の情

報発信、修学旅行の

誘致等の取組を行

う。

公益社団法人

伊勢志摩観光コ

ンベンション機

構における連携

事 業 を 中 心 と

し、乙と連携し、

必要な取組を行

う。

公益社団法人

伊勢志摩観光コ

ンベンション機

構における連携

事 業 を 中 心 と

し、甲と連携し、

必要な取組を行

う。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

自 転 車 の 活

用推進

観光振興、健康の

増進、安心・安全利

用、環境への負荷の

低減等の公共の利

益増進に向けて、自

転車を活用した取

組を行う。

自転車を活用

したまちづくり

に取り組む組織

等において、乙

と連携し、必要

な取組を行う。

自転車を活用

したまちづくり

に取り組む組織

等において、甲

と連携し、必要

な取組を行う。

宮 川 流 域 の 宮川流域の環境 流域市町であ 流域市町であ
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別表第２の３の表に次のように加える。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名

押印の上、各自１通を保有する。

令和６年 月 日

甲 伊勢市岩淵１丁目７番 29 号

伊勢市

伊勢市長

乙 度会郡大紀町滝原 1610 番地１

大紀町

大紀町長

環境保全・情

報発信

保全及び魅力を伝

えるための情報発

信等を行う。

る乙と連携し、

宮 川 流 域 の 保

全・活用に必要

な取組を行う。

る甲と連携し、

宮 川 流 域 の 保

全・活用に必要

な取組を行う。

イン クルー

シブ スポー

ツ環 境の充

実

共生社会の実現

に向け、インクルー

シブスポーツの推

進を図る。

乙と連携し、

インクルーシブ

スポーツのイベ

ント、講習会、

研修会等を開催

し、インクルー

シブスポーツの

普 及 啓 発 を 図

る。

甲と連携し、

インクルーシブ

スポーツの普及

啓発を図る。
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（説 明）

これは、大紀町との間において締結した定住自立圏の形成に関する

協定の一部を変更するため、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条

例第２条第２号の規定により、議会の議決を求めるものである。
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別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

１ 略

２ 産業振興

３ その他

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ その他

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

商 工 業

の振興

圏域内の多産業への経済波

及と交流人口の拡大を図るた

め、圏域市町、県、民間団体

等が集客力・発信力の高いイ

ベント等を誘致・開催する。

各イベント等の誘致及び

開催に取り組む組織等にお

いて、乙と連携し、必要な

取組を行う。

各イベント等の誘致及び

開催に取り組む組織等にお

いて、甲と連携し、必要な

取組を行う。

産業の振興、雇用の創出を

図るため、創業を支援する。

乙及び関係機関等と連携

し、創業に関する支援を行う。

甲及び関係機関等と連携

し、創業に関する支援を行う。

農 林 漁

業 の 振

興

有害鳥獣による農作物等へ

の被害を防止するため、鳥獣

被害対策を推進する。

乙と連携し、鳥獣被害防

止対策に必要な取組を行

う。

甲と連携し、鳥獣被害防

止対策に必要な取組を行

う。

観 光 の

振興

伊勢志摩地域への旅客誘致

を図り、伊勢志摩地域の情報

発信、修学旅行の誘致等の取

組を行う。

公益社団法人伊勢志摩観

光コンベンション機構にお

ける連携事業を中心とし、

乙と連携し、必要な取組を

行う。

公益社団法人伊勢志摩観

光コンベンション機構にお

ける連携事業を中心とし、

甲と連携し、必要な取組を

行う。

伊勢・熊野地域への旅客誘

致を図り、お伊勢参りと熊野

詣でに関する情報発信等の取

組を行う。

伊勢熊野観光連絡協議会

の事務局運営を行うととも

に、乙と連携し、必要な取

組を行う。

伊勢熊野観光連絡協議会

の構成団体として甲と連携

し、必要な取組を行う。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

自 転 車

の 活 用

推進

観光振興、健康の増進、安

心・安全利用、環境への負荷

の低減等の公共の利益増進に

向けて、自転車を活用した取

組を行う。

自転車を活用したまちづ

くりに取り組む組織等にお

いて、乙と連携し、必要な

取組を行う。

自転車を活用したまちづ

くりに取り組む組織等にお

いて、甲と連携し、必要な

取組を行う。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

図 書 館

サ ー ビ

ス の 充

実

図書館サービスの充実を図

るため、公共図書館が連携し、

利用者の利便性向上に向けた

新たなサービスの仕組みを構

築する。

乙と連携し、新たなサー

ビスの仕組みを検討及び構

築する。

甲と連携し、新たなサー

ビスの仕組みの構築に係る

協議及び検討を行い、構築

に向けて協力を行う。

（参考）
変更後
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別表第３ 略

宮 川 流

域 の 環

境 保

全・情報

発信

宮川流域の環境保全及び魅

力を伝えるための情報発信等

を行う。

流域市町である乙と連携

し、宮川流域の保全・活用

に必要な取組を行う。

流域市町である甲と連携

し、宮川流域の保全・活用

に必要な取組を行う。

消 費 生

活 相 談

体 制 の

強化

消費生活センターを維持運

営し、消費者トラブルの早期

解決・未然防止を図る。

伊勢市消費生活センター

を運営し、消費者からの相

談対応を行うとともに、乙

と連携し、消費生活に係る

啓発・情報発信を行う。

運営に必要な経費を負担

するとともに、甲と連携し、

消費生活に係る啓発・情報

発信を行う。

イ ン ク

ル ー シ

ブ ス ポ

ー ツ 環

境 の 充

実

共生社会の実現に向け、イ

ンクルーシブスポーツの推進

を図る。

乙と連携し、インクルー

シブスポーツのイベント、

講習会、研修会等を開催し、

インクルーシブスポーツの

普及啓発を図る。

甲と連携し、インクルー

シブスポーツの普及啓発を

図る。
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別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

１ 略

２ 産業振興

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ その他

別表第３ 略

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

商 工 業

の振興

圏域内の多産業への経済波

及と交流人口の拡大を図るた

め、圏域市町、県、民間団体

等が集客力・発信力の高いイ

ベント等を誘致・開催する。

各イベント等の誘致及び

開催に取り組む組織等にお

いて、乙と連携し、必要な

取組を行う。

各イベント等の誘致及び

開催に取り組む組織等にお

いて、甲と連携し、必要な

取組を行う。

産業の振興、雇用の創出を

図るため、創業を支援する。

乙及び関係機関等と連携

し、創業に関する支援を行う。

甲及び関係機関等と連携

し、創業に関する支援を行う。

農 林 漁

業 の 振

興

有害鳥獣による農作物等へ

の被害を防止するため、鳥獣

被害対策を推進する。

乙と連携し、鳥獣被害防

止対策に必要な取組を行

う。

甲と連携し、鳥獣被害防

止対策に必要な取組を行

う。

観 光 の

振興

伊勢・熊野地域への旅客誘

致を図り、お伊勢参りと熊野

詣でに関する情報発信等の取

組を行う。

伊勢熊野観光連絡協議会

の事務局運営を行うととも

に、乙と連携し、必要な取

組を行う。

伊勢熊野観光連絡協議会

の構成団体として甲と連携

し、必要な取組を行う。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

図 書 館

サ ー ビ

ス の 充

実

図書館サービスの充実を図る

ため、公共図書館が連携し、利用

者の利便性向上に向けた新たな

サービスの仕組みを構築する。

乙と連携し、新たなサー

ビスの仕組みを検討及び構

築する。

甲と連携し、新たなサー

ビスの仕組みの構築に係る

協議及び検討を行い、構築

に向けて協力を行う。

宮 川 流

域 の 保

全・活用

宮川流域ルネッサンス協議

会において、流域情報の集約

及び提供、河川環境の研究結

果の共有、広報紙などを活用

した宮川の魅力を紹介する情

報発信及びイベントの実施等

に取り組む。

宮川流域ルネッサンス協

議会に参画し、乙と連携し、

宮川流域の保全・活用に必

要な取組を行う。

宮川流域ルネッサンス協

議会に参画し、甲と連携し、

宮川流域の保全・活用に必

要な取組を行う。

消 費 生

活 相 談

体 制 の

強化

消費生活センターを維持運

営し、消費者トラブルの早期

解決・未然防止を図る。

伊勢市消費生活センター

を運営し、消費者からの相

談対応を行うとともに、乙

と連携し、消費生活に係る

啓発・情報発信を行う。

運営に必要な経費を負担

するとともに、甲と連携し、

消費生活に係る啓発・情報

発信を行う。

（参考）
変更前
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議案第 53 号

南伊勢町との定住自立圏形成協定の変更について

南伊勢町との間において締結した定住自立圏の形成に関する協定を次の

とおり変更することについて、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例

（令和元年伊勢市条例第 12 号）第２条第２号の規定により、議会の議決を

求める。

令和６年２月 19 日提出

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書

伊勢市（以下「甲」という。）と南伊勢町（以下「乙」という。）は、定

住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定を次のとおり締結する。

別表第１に次の１表を加える。

３ その他

別表第２の４の表に次のように加える。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名

押印の上、各自１通を保有する。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

自 転 車 の 活

用推進

観光振興、健康の

増進、安心・安全利

用、環境への負荷の

低減等の公共の利

益増進に向けて、自

転車を活用した取

組を行う。

自転車を活用

したまちづくり

に取り組む組織

等において、乙

と連携し、必要

な取組を行う。

自転車を活用

したまちづくり

に取り組む組織

等において、甲

と連携し、必要

な取組を行う。

イン クルー

シブ スポー

ツ環 境の充

実

共生社会の実現

に向け、インクルー

シブスポーツの推

進を図る。

乙と連携し、

インクルーシブ

スポーツのイベ

ント、講習会、

研修会等を開催

し、インクルー

シブスポーツの

普 及 啓 発 を 図

る。

甲と連携し、

インクルーシブ

スポーツの普及

啓発を図る。
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令和６年 月 日

甲 伊勢市岩淵１丁目７番 29 号

伊勢市

伊勢市長

乙 度会郡南伊勢町五ヶ所浦 3057 番地

南伊勢町

南伊勢町長

（説 明）

これは、南伊勢町との間において締結した定住自立圏の形成に関す

る協定の一部を変更するため、伊勢市議会の議決すべき事件に関する

条例第２条第２号の規定により、議会の議決を求めるものである。
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別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ その他

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ 略

４ その他

別表第３ 略

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

自 転 車

の 活 用

推進

観光振興、健康の増進、安

心・安全利用、環境への負荷

の低減等の公共の利益増進に

向けて、自転車を活用した取

組を行う。

自転車を活用したまちづ

くりに取り組む組織等にお

いて、乙と連携し、必要な

取組を行う。

自転車を活用したまちづ

くりに取り組む組織等にお

いて、甲と連携し、必要な

取組を行う。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

図 書 館

サ ー ビ

ス の 充

実

図書館サービスの充実を図

るため、公共図書館が連携し、

利用者の利便性向上に向けた

新たなサービスの仕組みを構

築する。

乙と連携し、新たなサー

ビスの仕組みを検討及び構

築する。

甲と連携し、新たなサー

ビスの仕組みの構築に係る

協議及び検討を行い、構築

に向けて協力を行う。

消 費 生

活 相 談

体 制 の

強化

消費生活センターを維持運

営し、消費者トラブルの早期

解決・未然防止を図る。

伊勢市消費生活センター

を運営し、消費者からの相

談対応を行うとともに、乙

と連携し、消費生活に係る

啓発・情報発信を行う。

運営に必要な経費を負担

するとともに、甲と連携し、

消費生活に係る啓発・情報

発信を行う。

イ ン ク

ル ー シ

ブ ス ポ

ー ツ 環

境 の 充

実

共生社会の実現に向け、イ

ンクルーシブスポーツの推進

を図る。

乙と連携し、インクルー

シブスポーツのイベント、

講習会、研修会等を開催し、

インクルーシブスポーツの

普及啓発を図る。

甲と連携し、インクルー

シブスポーツの普及啓発を

図る。

（参考）

変更後
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別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ 略

４ その他

別表第３ 略

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

図 書 館

サ ー ビ

ス の 充

実

図書館サービスの充実を図

るため、公共図書館が連携し、

利用者の利便性向上に向けた

新たなサービスの仕組みを構

築する。

乙と連携し、新たなサー

ビスの仕組みを検討及び構

築する。

甲と連携し、新たなサー

ビスの仕組みの構築に係る

協議及び検討を行い、構築

に向けて協力を行う。

消 費 生

活 相 談

体 制 の

強化

消費生活センターを維持運

営し、消費者トラブルの早期

解決・未然防止を図る。

伊勢市消費生活センター

を運営し、消費者からの相

談対応を行うとともに、乙

と連携し、消費生活に係る

啓発・情報発信を行う。

運営に必要な経費を負担

するとともに、甲と連携し、

消費生活に係る啓発・情報

発信を行う。

（参考）
変更前
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議案第 54 号

明和町との定住自立圏形成協定の変更について

明和町との間において締結した定住自立圏の形成に関する協定を次のと

おり変更することについて、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例（令

和元年伊勢市条例第 12 号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求め

る。

令和６年２月 19 日提出

伊勢市長 鈴 木 健 一

記
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定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書

伊勢市（以下「甲」という。）と明和町（以下「乙」という。）は、定住

自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定を次のとおり締結する。

別表第１に次の１表を加える。

３ その他

別表第２の４の表宮川流域の保全・活用の項を次のように改める。

別表第２の４の表に次のように加える。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

自 転 車 の 活

用推進

観光振興、健康の

増進、安心・安全利

用、環境への負荷の

低減等の公共の利

益増進に向けて、自

転車を活用した取

組を行う。

自転車を活用

したまちづくり

に取り組む組織

等において、乙

と連携し、必要

な取組を行う。

自転車を活用

したまちづくり

に取り組む組織

等において、甲

と連携し、必要

な取組を行う。

宮 川 流 域 の

環境保全・情

報発信

宮川流域の環境

保全及び魅力を伝

えるための情報発

信等を行う。

流域市町であ

る乙と連携し、

宮 川 流 域 の 保

全・活用に必要

な取組を行う。

流域市町であ

る甲と連携し、

宮 川 流 域 の 保

全・活用に必要

な取組を行う。

イン クルー 共生社会の実現 乙と連携し、 甲と連携し、

シブ スポー

ツ環 境の充

実

に向け、インクルー

シブスポーツの推

進を図る。

インクルーシブ

スポーツのイベ

ント、講習会、

研修会等を開催

し、インクルー

インクルーシブ

スポーツの普及

啓発を図る。
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この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名

押印の上、各自１通を保有する。

令和６年 月 日

甲 伊勢市岩淵１丁目７番 29 号

伊勢市

伊勢市長

乙 多気郡明和町大字馬之上 945 番地

明和町

明和町長

（説 明）

これは、明和町との間において締結した定住自立圏の形成に関する

協定の一部を変更するため、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条

例第２条第２号の規定により、議会の議決を求めるものである。

シブスポーツの

普 及 啓 発 を 図

る。
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別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ その他

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ 略

４ その他

別表第３ 略

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

自 転 車

の 活 用

推進

観光振興、健康の増進、安

心・安全利用、環境への負荷

の低減等の公共の利益増進に

向けて、自転車を活用した取

組を行う。

自転車を活用したまちづ

くりに取り組む組織等にお

いて、乙と連携し、必要な

取組を行う。

自転車を活用したまちづ

くりに取り組む組織等にお

いて、甲と連携し、必要な

取組を行う。

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

図 書 館

サ ー ビ

ス の 充

実

図書館サービスの充実を図

るため、公共図書館が連携し、

利用者の利便性向上に向けた

新たなサービスの仕組みを構

築する。

乙と連携し、新たなサー

ビスの仕組みを検討及び構

築する。

甲と連携し、新たなサー

ビスの仕組みの構築に係る

協議及び検討を行い、構築

に向けて協力を行う。

宮 川 流

域 の 環

境 保

全・情報

発信

宮川流域の環境保全及び魅

力を伝えるための情報発信等

を行う。

流域市町である乙と連携

し、宮川流域の保全・活用

に必要な取組を行う。

流域市町である甲と連携

し、宮川流域の保全・活用

に必要な取組を行う。

イ ン ク

ル ー シ

ブ ス ポ

ー ツ 環

境 の 充

実

共生社会の実現に向け、イ

ンクルーシブスポーツの推進

を図る。

乙と連携し、インクルー

シブスポーツのイベント、

講習会、研修会等を開催し、

インクルーシブスポーツの

普及啓発を図る。

甲と連携し、インクルー

シブスポーツの普及啓発を

図る。

（参考）

変更後
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別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

１ 略

２ 略

３ 略

４ その他

別表第３ 略

施策 取組内容 甲の役割 乙の役割

図 書 館

サ ー ビ

ス の 充

実

図書館サービスの充実を図

るため、公共図書館が連携し、

利用者の利便性向上に向けた

新たなサービスの仕組みを構

築する。

乙と連携し、新たなサー

ビスの仕組みを検討及び構

築する。

甲と連携し、新たなサー

ビスの仕組みの構築に係る

協議及び検討を行い、構築

に向けて協力を行う。

宮 川 流

域 の 保

全・活用

宮川流域ルネッサンス協議

会において、流域情報の集約

及び提供、河川環境の研究結

果の共有、広報紙などを活用

した宮川の魅力を紹介する情

報発信及びイベントの実施等

に取り組む。

宮川流域ルネッサンス協

議会に参画し、乙と連携し、

宮川流域の保全・活用に必

要な取組を行う。

宮川流域ルネッサンス協

議会に参画し、甲と連携し、

宮川流域の保全・活用に必

要な取組を行う。

（参考）
変更前
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議案第 55 号

財産の処分について

市営住宅旭ヶ台団地跡地について、次のように土地を売り払うものとす

る。

令和６年２月 19 日提出

伊勢市長 鈴 木 健 一

記

１ 売り払う土地

伊勢市桜木町字西裏 41 番地 13 ほか７筆

宅地 7,763.42 平方メートル

２ 売払い価格

96,777,777 円

３ 売払い先

伊勢市曽禰２丁目２番９号

有限会社橋本建設

代表取締役 橋本 清

（説 明）

これは、市営住宅旭ヶ台団地跡地の土地を売り払うにつき、伊勢市議
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会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の

規定により、議会の議決を求めるものである。
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（参考）

物件の明細

所 在 地 番 地 目 地 積（㎡）

伊勢市桜木町字西裏 41 番 13 宅地 1,801.10

伊勢市桜木町字西裏 41 番 16 宅地 1,030.97

伊勢市桜木町字西裏 41 番 19 宅地 1,128.62

伊勢市桜木町字西裏 41 番 21 宅地 3,209.06

伊勢市桜木町字西裏 41 番 23 宅地 241.72

伊勢市桜木町字柘ケ広 76 番８ 宅地 250.75

伊勢市桜木町字柘ケ広 76 番 12 宅地 2.13

伊勢市桜木町字柘ケ広 82 番１ 宅地 99.07
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議案第 56 号

市道の路線の認定について

市道の路線を次のように認定する。

令和６年２月 19 日提出

伊勢市長 鈴 木 健 一

記

位置図

番 号

対照

番号
路線名

起 点 重要な

経過地
備考

終 点

１ １
神久４丁目令

５－20 号線

神久４丁目 327 番２地先

神久４丁目 623 番６地先

１ ２
神久４丁目令

５－21 号線

神久４丁目 623 番７地先

神久４丁目 624 番１地先

２ １
田尻令５－22

号線

田尻町字後 196 番２地先

田尻町字後 219 番１地先

２ ２
田尻令５－23

号線

田尻町字後 217 番 16 地先

田尻町字後 191 番地先

２ ３
田尻令５－24

号線

田尻町字後 217 番 17 地先

田尻町字後 217 番 25 地先
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（説 明）

これは、市道の路線を認定するにつき、道路法第８条第２項の規定

により、あらかじめ、議会の議決を経ようとするものである。

２ ４
田尻令５－25

号線

田尻町字後 219 番１地先

田尻町字後 188 番６地先

３ １
黒瀬令５－26

号線

黒瀬町字六之坪 730 番３地

先

黒瀬町字六之坪 730 番７地

先

４ １
小俣明野令５

－27 号線

小俣町明野 1072 番 12 地先

小俣町明野 1072 番６地先

５ １
野村令５－28

号線

野村町字里前 5563 番４地先

野村町字里前 5572 番３地先

６ １
新村令５－29

号線

小俣町新村 354 番５地先

小俣町新村 354 番３地先

７ １
久世戸令５－

30 号線

久世戸町字蝮尾 75 番３地先

久世戸町字蝮尾 85 番１地先
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